早船 里山の会 規約

（名称）

第1条 　　　本会の名称は早船里山の会とする。（以下「本会」という）

（目的）

第2条 　　　本会は早船地域周辺の里山を中心に森林の育成及び保全

　　　　　　を行い、きれいな水の確保をする。また景観整備を行い

　　　　　　人々の憩いの場を創り、併せて会員同士の親睦を図る。

（事業）

第3条 　　　本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

              ①森林の育成活動

　　　　　　　②景観整備活用

　　　　　　　③里山資源の有効活用

　　　　　　　④地域の環境保全に係わる団体との交流

 　　　　　　 ⑤その他本会が必要と認めた事項

（会員）

第4条 　   本会の目的に賛同し、年会費を納入した者とする。

（年会費及び賛助会費等）

第5条 　   本会の年会費は1,000円とする。また賛助会費は1口1,000円

　　　    とする。

（総会）

第6条 　　　本会は年1回総会を開催し、役員の選出、その他の運営に

　　　　　 関することを決定する。

（役員）

第7条 　　　本会は次の役員を置く。

                   会長1名、副会長１名、運営委員 3名

                   事務局長1名、幹事2名

　

　　　　　　　①役員は会員の互選により定める

　　　　　　　②役員の任期は1年とし再選を妨げない

　　　　　　　③会長は本会を代表し統括する。また副会長は会長を

　　　　　　　　補佐する

　　　　　　　④事務局長は会計及び予算、決算書の作成を行う。

　　　　　　　

（運営委員会）

第8条 　　　会長は運営委員会を年2回、また必要に応じて召集する。

（連絡窓口及び事業所）

第9条 　　　本会の連絡窓口は会長が行い、必要に応じて事務局長が補佐

　　　　　 する。また事業所は会長宅に置く。　　

（経費）

第10条 本会の事業費は会費、賛助会費、助成金、寄付金等をもって

　　　　　　充てる。

（道具）

第11条 本会で活動に必要な道具を購入した場合は、所在を明確にし

　　　　　　相互に支援しているボランティア団体に対しては貸与する。　　

　　　　　　但し、機械・機具が故障した場合には、修繕してもらう事

　　　　　　を条件とする。

（障害保険）

第12条 活動に伴う事故に備え、保険に加入するものとする。

　　　　　　また会員が既加入傷害保険の補償額を超えて補償額の増額

　　　　　　を希望する場合、保険料は本人負担とする。

（会計年度）

第13条 本会の会計年度は4月から3月までとする。

　　　　　　ただし、平成１７年度会計は1月から3月までとする。

（規約の改正）

第14条 この規約を改正する場合には総会において出席者の３分の

　　　　　　２以上の以上の賛成を必要とする。

（附則）　　この規約は平成１８年1月1日から施行する。
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